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建設業における担い手確保について 

四国地方整備局 

建政部 計画・建設産業課 

 

１．はじめに 

今後、建設業で働く高齢者の大量離職を目前に控え、手をこまねいていれば深刻な担い手不足

が生じる懸念があり、労働集約型産業である建設業においては若年者の高い離職率や人材の獲得

がますます厳しさを増しており、また、我が国の労働力人口が減少する中で将来の建設投資に対

する建設業の供給力を維持確保するためには、行政、業界団体等の関係者が一体となった中長期

的な担い手確保の取組が重要な課題となっています。その中で、国土交通省が取り組んでいる社

会保険未加入対策、建設業女性活躍キャンペーンについて紹介します。 

 

２．社会保険未加入対策について 

 建設業における社会保険未加入対策は、平成２４年３月に開催された中央建設業審議会におけ

る提言に、「関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進め、「技能労働者の処遇の向上、

建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保」、「法定福利費を適正に負担する企業による公平

で健全な競争環境の構築」をする必要がある。」とあり、若年者が安心して働ける環境を整備す

る必要があるとの観点から、本格的に進められたものとなっています。 

 その目標としましては、実施後５年（平成２９年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入

率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととして、各建設業関係団体、学

識経験者、行政機関で構成された社会保

険未加入対策推進協議会において共有さ

れています。また、これまでに取り組ん

だ社会保険未加入対策の概要は図－１の

各項目のとおりとなりますが、その中で

直近において特に重点を置いている取組

は、社会保険等への加入原資となる法定

福利費の確保となります。 

法定福利費とは、法令に基づき企業が

義務的に負担しなければならない社会保

険料のことを言いますが、その法定福利

費が技能労働者の雇用主である下請企業に確実に行き渡れば、社会保険の加入促進に資すること

から、取組を強化しているところとなっています。 

 具体的には、直轄工事においては設計工事労務単価を用いて発注予定価格を積算していますが、

平成２４年度以降、その単価に法定福利費相当額が加算されていることから、発注者と元請企業

が契約する請負金額に反映されているということになり、その法定福利費相当額が下請企業にま

で確実に行き渡ることが重要と考えています。 

 ただ、元請企業と下請企業の間は民間の契約関係となり、国が直接関与出来るものではないた

め、国土交通省においては、建設企業の取組の指針となるべきものとして、元請企業、下請企業

建設業における社会保険未加入対策の概要

関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある

中央建設業審議会 「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言） 」 （平成２４年３月）

○ 社会保険未加入対策推進協議会の設置 （H24.5～）
・建設業関係団体等８４団体、学識経験者、行政（国交省、厚労省）で構成

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 経営事項審査における減点幅の拡大 （H24.7～）
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合の減点幅を拡大

○ 許可更新時等の確認・指導 （H24.11～）
・許可更新・経審・立入検査時に保険加入状況を確認・指導
・立入検査時には元請企業の下請企業への指導状況も確認
・指導に従わず未加入の企業は保険担当部局に通報

２．行政によるチェック・指導

○ 下請指導ガイドライン（課長通知）の制定 （H24.11～）
・元請企業は、施工体制台帳・再下請通知書・作業員名簿等により下請企業や

作業員の保険加入状況を確認・指導
・遅くとも平成２９年度以降は、
①未加入企業を下請企業に選定しない
②適切な保険に未加入の作業員は特段の理由が無い限り現場入場を認めない
との取扱いとすべき

４．社会保険加入に係る建設企業の取組指針の制定・浸透

○ 直轄工事の予定価格への反映 （H24.4～）
・事業主負担分及び本人負担分について、必要な法定福利費を予定価格に反映

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用
・各専門工事業団体毎に法定福利費を内訳明示した「標準見積書」を作成し、

下請企業から元請企業への提出を開始（H25.9～）
・建設業許可部局の立入検査による見積書の活用徹底（H28.6～）

５．法定福利費の確保

○ 国土交通省直轄工事における対策の実施 （H26.8～段階的に実施）
・元請企業及び一次下請企業を社会保険加入企業に限定
・二次以下の下請企業についても未加入企業の通報・加入指導を実施

○ 地方公共団体発注の工事における対策の実施
・未加入業者の排除を図ることを、入札契約適正化法に基づき要請（H28.6）

３．公共工事における対策の実施

これまでの主な取組

■ 社会保険の加入に向けた対策の強化 （H29.4 以降）
○保険加入について元請企業の下請企業に対する指導責任の強化の検討
○直轄工事における未加入企業の排除（二次下請以下の対策を検討）
○建設業者等企業情報検索システムにおける未加入業者の「見える化」

■ 周知、啓発の徹底
○小規模業者を対象とした研修会の開催、簡易版の「見積書の作成手
順」の作成等により、見積書に関する周知・啓発

○全国での説明会開催等を通じ、適切な保険加入等について周知の徹底

○ 相談体制の充実
・各都道府県単位での相談窓口の設置や個別相談会の開催等、全国社会保険労

務士会連合会との連携を強化（H28.7～）

６．相談体制の充実

今後の取組み

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、労
働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進することを申
し合わせ
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図―１ 建設業における社会保険未加入対策の概要 
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のそれぞれが負うべき役割と責任を明確にした「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

を策定しています。 

 このガイドラインには、元請企業においては、標準見積書の活用等による法定福利費相当額を

内訳明示した見積書を提出するよう下請企

業に働きかけることとしており、一方、下

請企業においては、自ら負担しなければな

らない法定福利費を適正に見積り標準見積

書の活用等により法定福利費相当額を内訳

明示した見積書を注文者に提出するよう求

めています。 

 先ほども申し上げましたが、民間の契約

関係においては、一般的には当事者間の合

意により請負金額が確定するものですが、

そのような中で、仮に法定福利費相当額ま

で減額されることのないようにするためには、図－２にあるような見積書において法定福利費相

当額を別計上することが望ましいという観点から、各専門工事業団体において各業界の実態に合

った標準見積書を作成したものとなっています。 

 また、今年度より、各地方整備局においても法定福利費を内訳明示した見積書の活用徹底とし

て、大臣許可業者に対する立入検査において、社会保険等の加入状況や法定福利費を内訳明示し

た見積書の活用状況に対する検査を強化しています。このように国土交通省、業界団体が一丸と

なって取り組むことにより、平成２９年度の社会保険未加入対策の目標達成に向けて推進をして

いるところとなっています。 

 

３．建設業女性活躍キャンペーンについて 

建設業の現場で活躍する女性技術者・技能者数は約１

０万人（技術者約１万人、技能者約９万人「労働力調査(平

成 24 年総務省統計局)」）であり、技術者・技能者全体

に占める女性の割合は約３%の水準にすぎず、技術者・技

能者の全体数から見れば、女性の数は未だ少数となって

います。 

そのような中で、平成２６年に、女性の更なる活躍を

目指して、国土交通省と建設業５団体が官民挙げたアク

ションプランとして「もっと女性が活躍できる建設業行

動計画」を策定しました。 

その取組としましては、女性の活用に先進的な企業の

好事例の展開、女子生徒向けの現場見学会等の開催、女

性の働きやすい現場づくり、活躍する女性や女性活躍推

進のための取組の表彰等を行っているところですが、そ

もそも建設業に対する女性や若者の認知度が低いことに 

図―２ 法定福利費を内訳明示した見積書について 

｢法定福利費を内訳明示した見積書｣について

「法定福利費を内訳明示した見積書」作成手順

〔基本的な法定福利費算出方法〕

＝ 労務費総額 × 法定保険料率

〔その他の法定福利費算出方法〕

＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

＝ 工事数量 × 数量あたりの平均的な法定福利費の割合

法定福利費とは ： 法令に基づき企業が義務的に負担しなければならない社会保険料
※健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料（労災保険は元請一括加入）

⇒ 労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要

下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、
法定福利費を内訳として明示したもの

◇◇◇株式会社　殿
住所　××
○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 材料費 A

労務費 Ｂ

経費（法定福利費を除く） C

小計 D=A+B+C

法定福利費

法定福利費事業主負担額 対象金額 金額

雇用保険料 B 1.050% p E・・・B×p

健康保険料（※１） B 4.985% q F・・・B×q

介護保険料（※２） B 0.450% r G・・・B×r

厚生年金保険料
(児童手当拠出金含む）

B 8.887% s H・・・B×s

合計 B 15.372% t I・・・B×t I

※１　協会けんぽ東京支部　加入の場合

※２　介護保険加入割合を５２．４％（協会けんぽ H24事業年報より）と仮定

J=D+I

K=J×5%

L=J+K

　消費税等

　合計

御見積書（例）

項目 歩掛

料率

　小計

法定福利費を内訳明示した見積書

標準見積書： 社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保する
ため、各専門工事業団体が作成 （国土交通省ＨＰにも掲載）

下請企業から元請企業への提出を平成２５年９月末から一斉に開始
（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）

元請企業

下請企業

技能労働者

標準見積書の活用
法定福利費内訳明示

必要な保険への加入

法定福利費を
請負金額に反映

法定福利費の内訳明示
を見積条件に記載

（見積書の活用イメージ）
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図―３ 

もっと女性が活躍できる建設業行動計画（概要） 
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ついての指摘がなされており、それらの層にどう働きかけるかが課題となっていることから、国

土交通省においては、平成２８年度の事業として、日頃テレビ等で活躍中の吉本興業グループ所

属タレント「おかずクラブ」をメインキャラクターに建設業で活躍する女性の姿を取り上げ、建

設業の魅力を発信するグループ「おうちクラブ」を結成し、「建設業における女性活躍応援キャ

ンペーン」を実施しております。 

この取組は、女性お笑い芸人を中心とした

タレント起用して、YouTube、SNS 等の web 媒

体や、女性、若者向けイベントのタイアップ

などメディア戦略を駆使した広報活動を行う

ことにより、親しみやすさを全面に押し出し

イメージアップを図ることを目的としていま

すが、そのキャンペーンが１０月２０日に高

松にある職人育成塾において実施されまし

た。 

 この職人育成塾は高松市塩江にある廃校と

なった小学校を活用して、１０月３日に開校

したものですが、設立にあたっては、国土交

通省において担い手確保・育成に関するモデル性の高い取組みとして「地域建設産業活性化支援

事業」の支援案件に選定され、また、一般財団法人建設業振興基金が厚生労働省からの受託事業

として実施している「建設労働者緊急育成支援事業」に採択されるなど、国土交通省が関係機関

と連携し、専門工事業を対象とした民間発意の育成塾の立ち上げや運営についてトータルコーデ

ィネートを実施したものとなっています。 

また、第１期入塾者は２２名（女性２名を含む）でスタートし、内装・設備に関する９業種（タ

イル工事、左官工事、耐火被覆・断熱工事、塗装工事、防水工事、設備工事、木工事、軽天・ボ

ード貼り工事、クロス・床貼り・金物工事）について、座学、実習を行う中で玉掛け技能、フォ

ークリフト運転技能等の資格の取得を目ざし、訓練終了後には建設企業への就職に繋げていくも

のとなっています。 

 その職人育成塾において、１０月２０日に、先ほど申し上げた全国で２例目となるキャンペー

ンが開催され、吉本興業グループ所属タレントによる女性塾生のインタビューや塾生と一緒に石

膏ボードを使用した作業体験等を行いましたが、その内容については、今後、YouTube 等の web 媒

体への発信を予定しています。 

国土交通省においては、これまでにご紹介した社会保険未加入対策や建設業女性活躍キャンペ

ーン等の取組を行う中で中長期的な担い手確保対策を行っていますが、特に職人育成塾の取組に

ついてはマスコミ等にも大きく取り上げられ、若年層の技能労働者の入職促進に寄与するものと

考えています。また、建設業女性活躍キャンペーンについては、建設業における女性の活躍の姿

を広く発信する取組として、地域ぐるみで女性の活躍を支える活動を支援し、建設業で働く意欲

ある女性をサポートする取組が全国でうねりとなって広がり根付くことが期待されています。こ

れらの取組が高松において行われているので、今後とも四国地方整備局においても全面的に協力

していきたいと思っています。  

建設業における女性活躍応援キャンペーンについて 【平成２８年度予算事業】

これから自分の進路を決めようとする女性・若者等に、建設業の魅力を発信するため、
「よしもと」の人気芸人「おかずクラブ」を中心に、全国各地でキャンペーンを実施する。

（おかずクラ
ブ）

● これまで男性中心という印象が強かった他産業で活躍する女性を集めたディスカッションを開催
他産業の創意工夫や、使えるアイディアを建設業に取り込む 等

「おかずクラブ」をメインキャラクターに、現在建設業で活躍、あるいはこれから就業しようと考え
ている女性等と一緒につくっていく「おうちクラブ」を結成。記者会見を開催。

● 全国４７都道府県の「住みます芸人」が、自分たちの住んでいる
都道府県から１人ずつ、建設業の最前線で活躍する女性を探し出し、
インタビュー
● 「おかずクラブ」や女性芸人が、実際の建設現場で作業を体験
● インタビューや現場体験を踏まえ、建設業の魅力を炙り出す
キャッチフレーズを考案

①「おうちクラブ」の結成

②活躍する女性をインタビュー、建設現場での作業
体験

● 各種イベント（よしもと主催・協力イベント、劇場、建設業界のイベ
ント等）で、「おうちクラブ」が参加してブースを出展し、プロモ映像・
ポスター等を提示、体験ワークショップを開催
● 「住みます芸人」が、各都道府県の高校・高専等に赴く
● ＷＥＢも活用 等

④他産業との連携等

③建設業の魅力を発信

（10月13日～16日：京都国際映画祭
10月23日：日本女子博覧会などに出展予定）

図―４ 建設業における女性活躍応援キャンペーンについて 
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